
公示第１７６号

令和７年１２月２３日

業 者 各 位

支出負担行為担当官

防衛装備庁長官官房会計官付

経理室長 中村 惠一

（公印省略）

公 示

入札及び契約心得の一部を、別添のとおり改正し、令和８年１月５日より適用しますの

で、お知らせします。

なお、令和８年１月４日までの間に締結した契約については、なお従前の例によります。

添付書類：新旧対照表



改 正 後 改 正 前

別紙様式第 13-1 別紙様式第 13-1
役務等請負契約条項 役務等請負契約条項

第１１条 乙が行った役務に関し給付 ［条を加える。］

完了後の役務に契約不適合がある場

合は、甲は、相当の期限を定めて乙

に契約不適合の修補（良品との取替

えを含む。以下同じ。）を請求する

ものとする。ただし、甲は、契約不

適合が重要でなく、かつ、その修補

に過分の費用を要するとき、その他

修補を請求することが相当でないと

認められるときは、修補の請求に代

えて代金の減額を請求することがで

きる。

２ 前項の役務の契約不適合が、乙の

責めに帰すべき理由によるものであ

る場合は、甲は、前項の請求に際し、

これによって生じた損害を請求する

ことができる。

３ 甲は、第１項の役務の契約不適合

が重要であり、そのため契約の目的

を達することができないと認める場

合は、第１５条の規定に基づく解除

の例により契約を解除することがで

きる。

４ 修補の請求若しくは代金の減額の

請求又は契約の解除の通知は、第１

項の給付完了の日（乙が当該契約不

適合につき知って告げなかった場合

は、当該契約不適合が発見された日）

から１年以内に発しなければならな

い。ただし、修補の期限がこの期間

の満了の日以後に到来することとな

っているときは、代金の減額の請求

又は契約の解除の通知に関しては、

当該期限の到来の日から２週間を経

過する日までにこの期間を延長す

る。

５ 乙は、前項に規定する通知があっ

た場合においては、甲に対して異議

を申し立てることができる。甲は、

審査の上、乙の申立てに理由がある



ときは、当該修補の請求若しくは代

金の減額の請求又は解除を取り消

し、又は変更するものとする。

６ 契約不適合のある役務の修補の義

務の履行については、性質の許す限

り、この契約条項を準用する。

７ 前各項の規定は、第１項の規定に

基づき修補された役務に、なお当該

修補に係る契約不適合がある場合に

準用する。

第１２条 ［略］ 第１１条 ［同左］

第１３条 甲は、約定期間内に代金を 第１２条 甲は、約定期間内に代金を

乙に支払わない場合には、約定期間 乙に支払わない場合には、約定期間

満了の日の翌日から支払をする日ま 満了の日の翌日から支払をする日ま

での日数に応じ、未支払金額に対し での日数に応じ、未支払金額に対し

政府契約の支払遅延防止等関する法 年２ .５％の率を乗じて計算した金
律（昭和２４年法律第２５６号）第 額を遅延利息として乙に支払わなけ

８条第１項の規定により財務大臣が ればならない。ただし、約定期間に

決定する率を乗じて計算した金額を 支払いをしないことが天災地変等や

遅延利息として乙に支払わなければ むを得ない事由による場合には、当

ならない。ただし、約定期間に支払 該事由の継続する期間は遅延利息を

いをしないことが天災地変等やむを 支払う日数に計算しないものとす

得ない事由による場合には、当該事 る。

由の継続する期間は遅延利息を支払

う日数に計算しないものとする。

第１４条～第１６条 ［略］ 第１３条～第１５条 ［同左］

第１７条 甲は、第１５条第１項第７ 第１６条 甲は、第１４条第１項第７

号の規定によりこの契約の全部又は 号の規定によりこの契約の全部又は

一部を解除した場合は、乙の請求に 一部を解除した場合は、乙の請求に

より乙に生じた損害を賠償しなけれ より乙に生じた損害を賠償しなけれ

ばならない。ただし、乙が納期まで ばならない。ただし、乙が納期まで

に役務等を完了しなかったことによ に役務等を完了しなかったことによ

り契約を解除した場合は、この限り り契約を解除した場合は、この限り

でない。 でない。

２・３ ［略］ ２・３ ［同左］

第１８条～第２３条 ［同左］ 第１７条～第２２条 ［同左］



別紙様式第 33 別紙様式第 33
前払金に関する特約条項 前払金に関する特約条項

（前払金の精算方法） （前払金の精算方法）

第７条 前払金の精算は、乙が代金の 第７条 前払金の精算は、乙が代金の

支払いを受けるときに行うものとし 支払いを受けるときに行うものとし

次の各号によるものとする。 次の各号によるものとする。

⑴・⑵ ［同左］ ⑴・⑵ ［同左］

⑶ 契約物品が分割して納入される ⑶ 契約物品が分割して納入される

場合において、甲が既済部分相当 場合において、甲が既済部分相当

額に前払金の契約金額に対する割 額に前払金の契約金額に対する割

合を乗じて得た額（第１条の別紙 合を乗じて得た額を充当し、当該

に別段の定めのあるときは、同紙 充当額を精算額とし、精算額が前

に定める金額）を充当し、当該充 払金相当額に達するまで順次この

当額を精算額とし、精算額が前払 方法により前払金を精算するもの

金相当額に達するまで順次この方 とする。

法により前払金を精算するものと

する。



別紙様式第 35 別紙様式第 35
契約金額の精算に関する特約条項 契約金額の精算に関する特約条項

別紙 別紙

契約金額の精算に関する計算基準 契約金額の精算に関する計算基準

（計算項目） （計算項目）

第２条 計算項目は次の各号に掲げる 第２条 計算項目は次の各号に掲げる

とおりとする。 とおりとする。

⑴ 直接材料費 ⑴ 直接材料費

⑵ 加工費 ⑵ 加工費

⑶ 直接経費 ⑶ 直接経費

⑷ 製造原価 [⑴＋⑵＋⑶] ⑷ 製造原価 [⑴＋⑵＋⑶]

⑸ 一般管理及び販売費 ⑸ 一般管理及び販売費、利子、利

⑹ 総原価 [⑷＋⑸] 益

⑺ コスト変動調整費 ⑹ 梱包輸送費

⑻ 利子・利益 ⑺ 計算価格 [⑷＋⑸＋⑹]

⑼ 梱包輸送費 ⑻ 消費税及び地方消費税額

⑽ 計算価格 [⑹＋⑺＋⑻＋⑼] ⑼ 税込計算価格 [⑺＋⑻]

⑾ 消費税及び地方消費税額

⑿ 税込計算価格 [⑽＋⑾]



別紙様式第 46 別紙様式第 46
特定費目の代金の確定に関する特約条 特定費目の代金の確定に関する特約条

項 項

（特定費目の代金の確定） （特定費目の代金の確定）

第１条 乙に支払われる代金のうち別 第１条 乙に支払われる代金のうち別

表の要確定費目金額表に定める費目 表の要確定費目金額表に定める外貨

（以下「特定費目」という。）は、 建費目（以下「特定費目」という。）

この特約条項の定めるところに従 は、この特約条項の定めるところに

い、確定するものとする。 従い、確定するものとする。

「特定費目の代金の確定に関する特約 「特定費目の代金の確定に関する特約

条項」別紙 条項」別紙

下記書類のうち、甲が適当と認めるも 下記書類のうち、甲が適当と認めるも

の の

１ 外国為替公認銀行が発行した邦貨 １ 外国為替公認銀行が発行した邦貨

決済額を証する書類 決済額を証する書類

２ その他契約相手方が特定費目の対 ２ その他契約相手方が外貨建費目の

価として支払い又は支払うことが確 対価として支払い又は支払うことが

実と認める上記に類する書類 確実と認める上記に類する書類

別表 別表

「特定費目の代金の確定に関する特約 「特定費目の代金の確定に関する特約

条項」 条項」

要確定費目金額表 要確定費目金額表

（外貨建）

費 目 金 額 備 考 費 目 金 額 備 考

備考 表中の〔 〕の記載は注記である。


